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入札公告(電気工事) 

 次のとおり一般競争入札に付します。  

 令和８年１月１９日 

                支出負担行為担当官 

釧路地方検察庁検事正  伊 吹 栄 治    

１ 工事概要 

(1) 工事名 

釧路地方検察庁管内照明器具等改修工事 

(2) 工事場所 

ア 北海道釧路市柏木町５番７号 釧路法務総合庁舎 

イ 北海道帯広市東５条南９丁目１番地１ 帯広法務総合庁舎 

ウ 北海道網走市台町１丁目４番１５号 網走法務総合庁舎 

エ 北海道北見市寿町４丁目２番１６号 北見法務総合庁舎 

オ 北海道根室市弥栄町１丁目１８番地 

 根室地方合同庁舎内釧路地方検察庁根室支部 

(3) 工事内容  

既存の照明器具をＬＥＤ照明器具に改修 

 (4) 工期 

令和９年２月２６日（金）まで 

(5) 本件入札手続は、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム（政

府電子調達（ＧＥＰＳ）（https://www.geps.go.jp/））により行う。 

なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得

た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと

（本件入札手続において「紙入札方式」という。）ができる。 

２ 競争参加資格 

(1) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という｡）第７０条及び第７１条の

規定に該当しない者であること。 

 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必

要な同意を得ている者は、予決令第７０条における特別の理由がある場合

に該当する。 

(2) 本工事の業種区分において、法務省の令和７・８年度における業種区分

「電気工事」に係る一般競争参加者の資格の認定を受けていること（会社

更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務

省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けているこ
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と。）。 

(3) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の提出期限の日か

ら開札の時までの期間に、平成７年１月２３日付け法務省営第１９１号会

計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用に

ついて」に基づく指名停止を受けていないこと。 

(4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（入

札説明書参照）。 

(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再

生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再認定を

受けた者を除く｡）でないこと。 

(6)  警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準

ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手

方として不適当であると認めていないこと。 

(7)  法務省が発注した工事について、予決令第８５条に基づく調査基準

価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が６

５点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から

法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が１か月を経過し

ていること。 

３ 入札手続等 

(1) 担当部局 

    〒０８５-８５５７  

北海道釧路市柏木町５番７号 

釧路地方検察庁会計課国有財産係 

電話 ０１５４－４１－６１５９（会計課直通） 

(2)  入札説明書等の入手期間及び入手方法 

ア 入手期間 

令和８年１月１９日（月）から令和８年２月１８日（水）まで 

イ 入手方法 

 (ｱ)  入札説明書等は、上記(1)交付若しくは電子調達システムからダウン

ロードできる。 

(ｲ)  別冊の図面を含む入札説明書等について、郵送又は電送による入手

申し込みは受け付けない。 

 (3) 申請書の提出期間及び提出方法 

ア 提出期間 

令和８年１月１９日（月）から令和８年１月２９日（木）までの休日を 

除く毎日午前９時から午後５時まで  
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イ 提出方法 

 電子調達システムにより提出すること。 

なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参若しくは郵送（提 

出期間内必着。）すること。 

 郵送の場合は、書留郵便によること。 

(4) 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

ア 入札 

(ｱ)  入札書の提出期限 

令和８年２月１９日（木）午後５時まで 

(ｲ) 入札書の提出方法 

電子調達システムによる。 

なお、紙入札方式による場合は上記(1)の場所に持参若しくは郵送 

（提出期間内必着。）すること（開札当日の持参や、期日内の持参で 

あっても開札当日付のものは無効となるので十分注意すること）。 

郵送の場合は、書留郵便によることを推奨する。 

イ 開札 

(ｱ)  開札の日時 

令和８年２月２０日（金）午後３時 

(ｲ)  開札の場所 

〒０８５－８５５７ 北海道釧路市柏木町５番７号 

釧路地方検察庁５階会議室又は電子調達システム 

４ その他 

(1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、時間は日本の標準

時及び単位は計量法（平成４年法律第５１号）による。 

(2) 入札保証金 

免除 

(3) 契約保証金 

納付（保管金の取扱店 日本銀行釧路支店）。ただし、利付国債の提供 

（保管有価証券の取扱店 日本銀行釧路支店）又は金融機関若しくは保証 

事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険の締結を行っ 

た場合は、契約保証金の納付を免除する。 

(4) 入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚 

偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効 

とする。 
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(5) 落札者の決定方法 

予決令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該

契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、

又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるお

それがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した

者を落札者とすることがある。 

(6) 手続における交渉の意図の有無 

無 

(7) 契約書の作成の要否 

要 

(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方

との随意契約により締結する予定の有無 

無 

 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 

上記３(1)に同じ。 

(10)  一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

上記２(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記３ 

(3)により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開

札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受

けていなければならない。 

(11)  詳細は入札説明書による。 

 



第４号様式  

 

競争参加資格確認結果  

 

１ 工事名    釧路地方検察庁管内照明器具等改修工事  

２ 部局名    釧路地方検察庁  

３ 入札公告日           令和８年１月１９日  

４ 競争参加資格確認結果通知期限日 令和８年１月３０日  

 

 

資 格 確 認 申 請 者 資格の有無  資格がないと認めた理由 

高部電気株式会社  有   

株式会社つうけんアクティブ  有   

株式会社北弘電社  有   

共成電気株式会社  有   

株式会社つうけん  有   

大栄電設株式会社  有   

株式会社日本防災技術センター  有   

   

   

   

   

   

（備考）１ 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資     

格がないと認めた場合には「無」と記載する。  

    ２ 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の     

内容を記載する。   



第８号様式の１

令和8年2月19日 午後５時００分 開札日時 午後３時００分

１回 ２回

千円

調査基準価格（税抜価格） 千円

令和8年2月20日

釧路地方検察庁

釧路地方検察庁

釧路地方検察庁

髙 橋 愛 梨

　最低価格のため

75,100

辞　退

4
法人番号5430001010545

2

1 落札

株式会社つうけんアクティブ

法人番号4430001022392

3

5

6
法人番号4462501000131

辞　退

共成電気株式会社

74,000

入　札　調　書

件　　　名  釧路地方検察庁管内照明器具等改修工事

金額（千円） 金額（千円）

入札及び開札の場所  釧路地方検察庁　

入札日時　 令和8年2月20日

入　　札　　者
法　人　番　号

見積２回見積１回

株式会社日本防災技術センター
54,860

65,880

法人番号4460001000338
79,440

法人番号2460101000834

予 定 価 格 （税抜価格）

会計法第２９条の３第１項による一般競争

備　　　　　考
　当該金額に１０％に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札
（見積）金額である。

落札決定の理由

70,150

64,530

大栄電設株式会社

高部電気株式会社

株式会社北弘電社

株式会社つうけん

法人番号4430001015751

事務補佐員 清 野 結 希

7

佐 々 木 良 一

法人番号7430001025079

検察事務官

検察事務官

入札執行者

立会者

立会者（欠席者代理人）



 第５号様式

予 定 価 格 調 書 

 

 

 

金７７，１６５，０００円 

 

 （うち消費税相当額　　　　　　　　７，０１５，０００円）

 （入札書比較参考額　　　　　　　７０，１５０，０００円）

 

 （調査基準価格　　　　　　　　　７０，９８３，０００円）

 （調査基準価格の１００／１１０　６４，５３０，０００円）

 

 

 

 　ただし、令和７年度釧路地方検察庁管内照明器具等改修工事

 

 

 

 

       　　 令和 ８ 年 ２  月１２日

         　　  支出負担行為担当官

             　　釧路地方検察庁検事正　伊　吹　栄　治



第６号様式の１ 

 

 

 

 

 

予定価格積算内訳書 

 

 

 

工事名 令和７年度釧路釧路地方検察庁管内照明器具等改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

    金  ７７，１６５，０００ 円 

   （工事価格 金  ７０，１５０，０００円） 

    (調査基準価格 金 ７０，９８３，０００円) 

   （調査基準価格の１００／１１０金 ６４，５３０，０００円) 

 

名    称 摘    要 数 量 単位 金   額 備   考 

直接工事費       

 照明器具等改修    一式    ５４，４５５，２５０  

計      ５４，４５５，２５０  

        

共 通 費        

共通仮設費    一式   １，２３９，５１３  

 現場管理費    一式   ５，４１７，５９６  

 一般管理費等    一式   ９，０３７，６４１  

計     １５，６９４，７５０   

       

合   計 （工事価格）    ７０，１５０，０００  千円未満切捨 

       

消費税等相当額    一式   ７，０１５，０００  

       

総  合  計 （工事費）    ７７，１６５，０００   

 



(科目別内訳書)

名　　　称 摘　　　要 数量 単位 金　　額 備　　考

Ⅰ.釧路法務総合庁舎照明器
具等改修工事

　A.直接工事費 1 式 20,835,000円

　B.共通仮設費 1 式 483,372円

　C.現場管理費 1 式 2,027,377円

　D.一般管理費 1 式 3,394,251円

　Ⅰ小計 26,740,000円

Ⅱ.帯広法務総合庁舎照明器
具等改修工事

　A.直接工事費 1 式 25,282,500円

　B.共通仮設費 1 式 571,384円

　C.現場管理費 1 式 2,262,214円

　D.一般管理費 1 式 4,013,902円

　Ⅱ小計 32,130,000円

Ⅲ.網走法務総合庁舎照明器
具等改修工事

　A.直接工事費 1 式 4,613,250円

　B.共通仮設費 1 式 97,339円

　C.現場管理費 1 式 515,338円

　D.一般管理費 1 式 864,073円

　Ⅲ小計 6,090,000円

Ⅳ.北見法務総合庁舎照明器
具等改修工事

　A.直接工事費 1 式 1,462,500円

　B.共通仮設費 1 式 35,392円

　C.現場管理費 1 式 268,572円

　D.一般管理費 1 式 303,536円



　Ⅳ小計 2,070,000円

Ⅴ.釧路地方検察庁根室支部
照明器具等改修工事

　A.直接工事費 1 式 2,262,000円

　B.共通仮設費 1 式 52,026円

　C.現場管理費 1 式 344,095円

　D.一般管理費 1 式 461,879円

　Ⅴ小計 3,120,000円

Ⅰ～Ⅴ合計 1 式 70,150,000円



(細目別内訳書)

名　　　称 摘要（参考品例示） 数量 単位 単　価 金　　額 備　　考

Ⅰ.釧路法務総合庁舎照明器具等改修

1.主照明交換 1 式 14,505,000円

2.非常照明交換 1 式 5,622,750円

3.養生清掃費 1 式 275,250円

4.産業廃棄物処理
　　　蛍光管（運搬費含む）

1 式 238,500円

5.産業廃棄物処理
　工事廃材など（運搬費含）

1 式 193,500円

Ⅰ直接工事費合計
（釧路法務総合庁舎）

20,835,000円

Ⅱ．帯広法務総合庁舎照明器等改修

1.主照明交換 1 式 21,742,500円

2.非常照明交換 1 式 2,850,000円

3.養生清掃費 1 式 262,500円

4.産業廃棄物処理
　　　蛍光管（運搬費含む）

1 式 234,750円

5.産業廃棄物処理
　工事廃材など（運搬費含）

1 式 192,750円

Ⅱ直接工事費合計
（帯広法務総合庁舎）

25,282,500円

Ⅲ．網走法務総合庁舎照明器具等改修

1.主照明交換 1 式 3,354,750円

2.非常照明交換 1 式 992,250円

3.養生清掃費 1 式 87,750円

4.産業廃棄物処理
　　　蛍光管（運搬費含む）

1 式 93,750円

5.産業廃棄物処理
　工事廃材など（運搬費含）

1 式 84,750円

Ⅲ直接工事費合計
（網走法務総合庁舎）

4,613,250円

Ⅳ．北見法務総合庁舎照明器具等改修

1.主照明交換 1 式 189,750円

2.非常照明交換 1 式 1,089,000円

3.養生清掃費 1 式 24,750円

4.産業廃棄物処理
　　　蛍光管（運搬費含む）

1 式 80,250円

5.産業廃棄物処理
　工事廃材など（運搬費含）

1 式 78,750円

Ⅳ直接工事費合計
（北見法務総合庁舎）

1,462,500円



Ⅴ．釧路地方検察庁根室支部照明器具等
改修

1.主照明交換 1 式 1,392,000円

2.非常照明交換 1 式 653,250円

3.養生清掃費 1 式 50,250円

4.産業廃棄物処理
　　　蛍光管（運搬費含む）

1 式 86,250円

5.産業廃棄物処理
　工事廃材など（運搬費含）

1 式 80,250円

Ⅴ直接工事費合計
（釧路地方検察庁根室支部）

2,262,000円



第７号様式 

低入札価格調査の実施概要 

項    目 内         容 

１ その価格により入札し 

た理由 

 

 

 釧路、帯広、北見に営業所があり、資材の搬入や人員の配置が

しやすく工事費用の低減が実現できること、長年取引のある協力

会社から資材を調達することにより、安価に調達が可能であるた

めなど。 

 

２ 契約対象工事付近にお 

ける手持ち工事の状況 

 

 なし。 

３ 契約対象工事に関連す 

る手持ち工事の状況 

 

 なし。 

４ 契約対象工事場所と入 

札者の事業所、倉庫等の 

関連 

 

・釧路営業所  

釧路の工事場所との距離約５．８㎞ 

・帯広営業所 

帯広の工事場所との距離約３．４㎞ 

・北見営業所 

北見の工事場所との距離約１．１㎞ 

 

※網走の工事場所は北見営業所から約４８．７㎞、根室の工事場

所は釧路営業所から約１２８㎞である。 

 

５ 手持ち資材の状況 

 

 

 なし。 

 

６ 資材購入先及び購入先 

と入札者の関係 

 

 

長年取引のある協力会社である。 

 

 

７ 手持ち機械数の状況 

 

 

 なし。 

 

８ 労務者の具体的供給見 

通し 

 

 

 電工  ９１人 

 世話役  ９人 

 

 

９ 過去に施工された公共 

工事名及び発注者 

 

 

過去５年以内に２件該当あり。 

 

 

10 経営内容 

 

 

 問題なし。 

 

 

 

 



 

項    目 内         容 

11 １から 10までの事情聴 

取した結果についての調 

査検討 

 

 

 

 本件工事場所と近接して営業所を有していること、積算内容も

適切であること、工事対象場所付近における大型の手持ち受注工

事はないことなどから、契約内容に適合した履行がされると認め

られる。 

 

 

 

 

12 入札者の施工した法務 

省発注工事の成績状況 

 

 

 

過去５年間において、法務省発注工事なし。 

 

 

 

 

13 経営状況 

 

 

公表しないこととする。 

 

14 信用状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 建設業法違反の有無 

   該当なし 

 

 (2) 賃金不払いの状況 

   不明 

 

 (3) 下請け代金の支払遅延状況 

   不明 

 

 (4) その他 

   特になし 

 

15 その他 

 

 

 

 

 

 建設副産物の搬出予定は適切であると認められる。 

 

 

 

 

 



第９号様式 

契約の内容 

 

 契約年月日  令和８年３月２５日 

 契約業者名  株式会社日本防災技術センター 

 契約業者の住所  北海道札幌市北区北１０条西４丁目１番地   

 工事の名称  釧路地方検察庁管内照明器具等改修工事 

 工事場所  北海道釧路市柏木町５番７号 

 釧路法務総合庁舎 

⑵ 北海道帯広市東５条南９丁目１番地１ 

 帯広法務総合庁舎 

 北海道網走市台町１丁目４番１５号 

網走法務総合庁舎 

 北海道北見市寿町４丁目２番１６号 

 北見法務総合庁舎 

 北海道根室市弥栄町１丁目１８番地 

 根室地方合同庁舎内釧路地方検察庁根室支部 

 工事種別  電気工事 

 工事概要 

 

 

 

 

 既設照明設備を撤去し、ＬＥＤ照明器具等を設置す

る。 

 

 工期 （自）～（至）  令和８年３月２６日～令和９年２月２６日 

 契約金額  ６０，３４６，０００円（税込） 

 


